
手袋を着用する
特に最終工程の盛付を行う際は必須です。
食品や作業ごとに手袋を交換しましょう。

毒素産生の温度帯を避ける
毒素が産生される温度帯は10～46℃です。
冷蔵・温蔵、計画的な提供、早めの喫食が
鉄則です。

手洗い・消毒を行う
細菌は健康な人の肌にも存在しています。
入退出時や作業の前後などに行いましょう。

調理時は帽子や
マスクを着用する
細菌は髪の毛や唾にも付着して
いますので、調理時に触れて
しまったら手洗いをしましょう。
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食中毒黄色ブドウ球菌黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌食中毒 発症の流れ

先日、うなぎ弁当やうなぎのかば焼きによる集団食中毒が発生し、1名が死亡しました。
当日はかき入れ時で生産能力を上回る数を調理しており、

手洗いや手袋の着用が徹底されていなかったことが原因とみられています。
今回は黄色ブドウ球菌の性質を理解し、食中毒を引き起こす流れと予防対策を見ていきましょう。

これは
絶対!
これは
絶対!
これは
絶対! 正しい手洗い方法

MILK

特徴
人や動物の皮膚や鼻腔などに分布しており、健康な人でも約1～3割が保有。手指の化膿巣
には必ず存在する。産生される毒素は100℃で30分間加熱しても無毒化されない。

症状 潜伏期間は30分～5時間と短い。激しい嘔吐、腹痛、下痢を発症。

原因食品
調理者の手指を介して汚染されるため、あらゆる食品で発生する。
おにぎり、寿司、サンドウィッチ、弁当、和洋生菓子など

2000年に発生した、乳製
品による黄色ブドウ球菌
食中毒事件の患者数は、
約15,000人！戦後最大の
事件となっています。

黄色ブドウ球菌に汚染されていても、食品の味や香りに変化がないので気付かないのです。
一度産生された毒素は無毒化できないので、もったいないですが廃棄しましょう。

高湿度・高温の条件が揃う
5～10月は要注意！

汚染された原材料

加熱不足
器具類の洗浄不足

室温に長時間放置 菌の増殖、毒素の産生

毒素を食べる

触れたら
手洗い！

おしゃべりダメ！

：汚染

予防のポイント

手洗いが
不十分な手指
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無断転載禁止！

他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。
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東京都台東区蔵前1-3-28
札幌市中央区北一条西7-1-1
仙台市青葉区一番町3-3-20
東京都台東区蔵前1-3-28
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大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
福岡市早良区百道浜2-3-8

（大代表）
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になる衛生管理安心を育てよう！実
身

水を介する食中毒・感染症は、その被害が
広範囲かつ患者数増の傾向にあります。
特にカンピロバクター、
ノロウイルス、病原大腸
菌などによる集団発生
が起こっています。

集団発生

色、濁り、臭い、異物に問題が
ないか毎日の作業前に水質
を確認しましょう。

定期的に残留塩素濃度が
0.1mg/ℓ以上であることを
確認しましょう。

 共通事項 　　地下水  貯水槽水道 　

日常の水質確認 残留塩素濃度の
確認

蓋が施錠されているか、破
損がないか、水槽内に異物
の混入がないか等の点検
を随時行いましょう。清掃は
年に1回以上行いましょう。

管轄省庁に登録された検査
機関に依頼して年に1回
以上、貯水槽内外の状態
を確認してもらいましょう。

 貯水槽水道  貯水槽水道 

貯水槽内外の
点検・清掃 定期検査の受検

給水整備・その周辺は毎月
1回点検し、常時清潔にしま
しょう。塩素殺菌器は、作業
開始前に作動状況を確認
しましょう。

使用水は管轄省庁に登録
された検査機関に依頼し
て、定期的*に規定の水質
検査を行いましょう。
＊不慮の災害により水源等が汚染された
　おそれがある場合にはその都度実施

 地下水  地下水 　
給水設備の
点検・清掃 水質検査の受検

食品取扱施設で使用する水・氷は飲用適の水を使用することとなっています。
使用する水には水道直結式、水道水で貯水槽を介するもの、地下水など、
施設ごとに様々であるため状態に応じて管理しなければいけません。

使用水の
衛生管理


